
法人インターネットバンキングご契約者 様 

 

 

法人インターネットバンキング振込手数料改定のお知らせ 

 

 平素は、別格のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。 

 この度、法人インターネットバンキング振込手数料を下記の通り改定させて頂くことになりまし

たのでお知らせいたします。 

 引き続き一層のサービス向上に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

記 

 

実施日 令和３年１２月１日（水） 

 

１.改定内容 

（消費税含む） 

手数料区分 現在 

 

改定後 改定幅 

他行宛振込手数料 

（３万円未満） 
４４０円 ３８５円 －５５円

他行宛振込手数料 

（３万円以上） 
６６０円 ５５０円 －１１０円

 

 

改定後の振込手数料 

（消費税含む）        

同一店舗 
3 万円未満 無料  

3 万円以上 無料  

当金庫 

本支店 

3 万円未満 ５５円  

3 万円以上 １１０円  

他行庫宛 
3 万円未満 ３８５円  

3 万円以上 ５５０円  

 

 

 



２．ご留意事項 

①資金移動の振込手数料について

令和３年１２月１日（水）以前に予約振込を行った場合は、改定前の手数料が表示されますが、

その場合でも振込指定日が令和３年１２月１日以降であれば改定後の手数料が適用されます。

②総合振込の手数料について

令和３年１１月１日より改定後の振込手数料を追加いたしますので、別紙の「改定後の個別振

込手数料の確認、変更方法」にて改定後の振込手数料をご確認頂けます。金庫所定の手数料を利

用している場合は、振込指定日が令和３年１２月１日以降は改定後の手数料が適用されます。

なお、個別振込手数料を設定しており、振込指定日が令和３年１２月１日以降の先方負担手数

料等を変更する際は、管理者メニューより設定変更が必要となりますので、別紙資料をご参照

のうえ変更をお願いします。

③外部ファイルを使用した総合振込の手数料について

振込指定日が令和３年１２月１日以降とする振込データを作成する前に、ご使用の会計ソフト

ウェア等に登録されている手数料を変更する必要があります。

以上 

※詳しくは、お近くの本支店窓口または EB サポートデスク（0120-35-1703）までお問い合わせくだ 

さい。 



改定後の個別振込手数料の確認、変更方法 

操作説明 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から振

込手数料マスタ登録／変更／参照をクリックしま

す。 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。 

※画面は、2014/4/1 から手数料が変更となる場合のもので

す。 

② 改定後の手数料を確認する場合、「振込指定日が

2021/12/1以降のお取引に適用される手数料」を選

択します。
※改定前の手数料は「振込指定日が 2021/11/30以前のお取引に

適用される手数料」と表示されます。 

③ 参照する手数料の種類を選択します。

「当方負担振込手数料」または「先方負担振込手

数料」のいずれかを選択します。
※総合振込ご利用のお客様の場合のみ「当方負担振込手数料」

のラジオボタンが表示されます。 

④ 実行をクリックします。 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示さ

れます。選択した種類の手数料が、振込先区分

ごとに一覧表示されます。

⑤ 手数料を確認します。

【個別振込手数料を変更しない場合】 

確認が終了したら、参照終了をクリックします。 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。 

【個別振込手数料を変更する場合】 

個別手数料変更をクリックします。 

⇒「個別振込手数料マスタ登録／変更」画面が表

示されます。

⑥ 基準金額の範囲および基準金額について、振込先

区分ごとの振込手数料（差引金額）を入力します。
※改定後の個別振込手数料マスタ登録／変更から、標準手数料読

込をクリックすると、改定後の標準手数料が読み込まれます。 

※手数料計算出方法を選択する場合は、「手数料計算方法選択」

のプルダウンメニューから、据置型／未満手数料加算型／以上

手数料加算型 を選択します。 

※手数料計算算出方法は、期間別には設定できません。そのため、

手数料計算方法を変更すると、もう一方の期間も変更されま

す。 

⑦ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、

マスタ登録をクリックします。 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面に戻りま

す。 


